
○独立行政法人日本学術振興会情報公開連絡会議設置要項 

 

平成 15 年 10 月 1 日 

理 事 長 裁 定  

                             改正 平成 25年 4月 1日 

改正 平成 28年 3月 31日 

改正 平成 30年 3月 31日 

改正 平成 30年 11月 12日 
 （趣旨） 

第１ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）

の実施等に関し、その円滑な運用を図るため、独立行政法人日本学術振興会内に「独立

行政法人日本学術振興会情報公開連絡会議」（以下「連絡会議」という。）を置く。 

  （所掌事務） 

第２ 連絡会議は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律による情報公開請

求に係る法人文書の開示・不開示等を審議し、又その他必要な事項について連絡調整を

行う。 

 （組織） 

第３ 連絡会議は、理事長を座長とし、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 理事 

二 監事 

三 国際統括本部長 

四 審議役 

五 各部の長及び参事 

六 課長、国際先端研究拠点形成推進室長、監査・研究公正室長、専門調査役、

企画官、上席分析官及び企画調整官 

２ 連絡会議には、上記のほか、必要に応じ、座長の指名する者を加えることができる。 

 （庶務） 

第４ 連絡会議の庶務は、経営企画部情報企画課において処理する。 

 （その他） 

第５ 連絡会議は、必要に応じ、構成員以外の者の協力を得ることができる。 

２ その他、連絡会議の運営に必要な事項について、その都度、会議において決定するも

のとする。 

 

  附  則 

 この要項は、平成１５年１０月１日から施行する。 

 



 

  附  則 

 この要項は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

  附  則 

 この要項は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

  附  則 

 この要項は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

  附  則 

 この要項は、平成３０年１１月１２日から施行し、平成３０年９月１日から適用する。 

 


